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平成３０年度 第２回市川市介護保険地域運営委員会（議事録） 

 

１．開催日時：平成 30年８月 29日（水） 午後２時～３時 

 

２．開催場所：市川市役所仮本庁舎４階 第３委員会室 

 

３．出席者 

 【委員】 

  委員長 伊藤委員 

  副委員長 髙木委員 

  委員 新井委員、淡路委員、市川委員、大野委員、髙木委員、田島委員、 

  南川委員、𠮷𠮷田委員 

                                 （欠席者１名） 

 【事務局】 

 福祉部 永田部長、福祉政策課 若菜課長、介護福祉課 加藤課長ほか 

 

４．議事 

 （１）正副委員長の選任について 

 （２）介護保険地域運営委員会について（説明）        

 （３）審議事項 

    ①市川市地域包括支援センターについて                  

②地域密着型サービスについて          

    ③介護給付適正化事業について                  

（４）予防給付ケマネジメント業務委託について（報告）          

（５）地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について（報告）    

 

 ≪配布資料≫ 

 資料１       介護保険地域運絵委員会について 

 資料１ 参考資料  市川市介護保険条例（抜粋） 

 資料２       ・市川市地域包括支援センターについて 

・高齢者サポートセンター（地域包括支援センター）の機能 

（イメージ図） 

資料３－１     地域密着型サービスについて 

資料３－２     第７期計画における地域密着型サービス整備目標量 

資料４       保険給付の適正化に関する事項 

資料５       予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について 

資料６       地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新について 
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 項  目        内              容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

福祉政策課 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

介護福祉課 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

福祉政策課 

 

（会議に先立ち、福祉部長より各委員へ委嘱辞令の交付を行った。） 

 

（１）正副委員長の選任について 

 

会長に伊藤委員、副会長に髙木委員が選任された。 

 

 

（２）介護保険地域運営委員会について（説明） 

 

それでは、議題（２）「介護保険地域運営委員会について」です。 

福祉政策課より、説明をお願いします。 

 

（資料１「地域運営委員会について」、資料１（参考）「市川市介護保険条

例」に基づき説明） 

 それではこの件に関しまして、ご質問、ご指摘はございますでしょうか。 

 

（質問・指摘なし） 

 

（３）審議事項 ①市川市地域包括支援センター 

 

 続いて、議題（３）「①市川市地域包括支援センター」です。 

介護福祉課より、説明をお願いします。 

 

（資料２「市川市地域包括支援センター」、「高齢者サポ―トセンター（地

域包括支援センター）の機能（イメージ図）」に基づき説明）  

 

 それではこの件に関しまして、ご質問、ご指摘はございますでしょうか。 

 

（質問・指摘なし） 

 

（３）審議事項 ②地域密着型サービスについて  

 

続いて、議題（３）「②地域密着型サービスについて」です。 

福祉政策課より説明をお願いします。 

 

（資料３－１「地域密着型サービスついて」、資料３－２「第７期計画にお
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伊藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

介護福祉課 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

大野委員 

 

 

 

介護福祉課長 

 

 

大野委員 

 

 

伊藤委員長 

 

 

介護福祉課長 

 

ける地域密着型サービス整備目標量」に基づき説明） 

 

それではこの件に関しまして、ご質問、ご指摘はございますでしょうか。 

今後３年間の目標量を示していただきましたが、この地域でのサービスの

受け皿の過不足をどのように判断していくのか、以前から課題として挙がっ

ておりました。現状としては、候補として挙げてくれるところがいない状況

にあります。サービスが不足していたら、他のサービスで埋めていくという

介護支援専門員の努力で成り立っているというところもあります。 

上記を加味したうえでのサービス目標値になるということでご理解いた

だけましたでしょうか。 

 

（３）審議事項 ③介護給付適正化事業について 

 

 続いて議題（３）「③介護給付適正化事業について」です。 

介護福祉課より、説明をお願いします。 

 

（資料４「保険給付の適正化に関する事項」に基づき説明） 

 

 それではこの件に関しまして、ご質問、ご指摘はございますでしょうか。 

 サービス提供適正化は難しい問題であり、日々現場からは不満が出ていま

す。介護支援専門員のアセスメントと本人、家族の希望が合わない場合があ

りますので、何をもって適正か否か判断をするかという点が難しいところで

す。 

 

 資料４（５）介護給付費通知『受給者本人が利用実績等の確認ができるよ

う、サービスの請求及び費用の給付状況等について通知します。』という記

載について、抑制は実際にされているのでしょうか。 

 

 何をもって抑制かという判断も難しいところではあるので、内容確認とい

う要素が強く、実際のところは抑制までは至っていない状況です。 

 

 年４回も通知してそれなりに郵便料も発生してるかと思い質問させてい

ただきましたが、わかりました。 

 

 利用者宅に通知が来て、「自分はこんなサービスを受けた記憶がない」と

言う利用者がいるということでしょうか。 

 

 実際のところは利用者の勘違いや、利用していることを忘れていることが

ほとんどでございます。 
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田島委員 

 

 

 

 

 

 

 

介護福祉課 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

介護福祉課 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

 

 

伊藤委員長 

 

 

 

福祉政策課 

 

 「（２）居宅サービス計画（ケアプラン）の点検」について、「ケアプラン

の点検は適切なプランになっているかの確認を行います。」とありますが、

ケアプランの確認を行ったその結果がありません。 

また、「（３）住宅改修等の点検」についても、「住宅改修が適正な工事で

あるかの確認または福祉用具の必要性や利用状況を見るための訪問調査を

行いますとありますが、こちらについても、結果が明記されていません。  

いずれも結果がどうであったかを教えていただきたいです。 

 

点検結果につきましては、介護支援専門員から「サービスありきのケアプ

ランになっていたので、アセスメントを見直したり、プランを振り返る良い

きっかけとなりました。」という感想をいただきました。 

また、住宅改修の実態調査は行っていますが、不適切と判断された事例は

発生しておりません。 

 

 他にご意見等がありましたら、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 この件に関しては以上ということでお願いいたします。 

 

（４）予防給付ケアマネジメント業務委託について 

 

それでは、議題（４）「予防給付ケアマネジメント業務委託について」で

す。 

介護福祉課より説明をお願いします。 

 

（資料５「予防給付ケアマネジメント業務委託の追加事業者について」 

に基づき説明） 

 

それではこの件に関しまして、ご質問、ご指摘はございますでしょうか。 

 

（質問・指摘なし） 

 

（５）地域密着型サービス事業所の指定及び指定更新について 

 

それでは、議題５「地域密着型サービス事業所の指定及び指定更新につい

て」です。 

福祉政策課より説明をお願いします。 

 

（非公開のため省略） 
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伊藤委員長 

 

 

 

終了 

 

 本日の議題は、すべて終了いたしました。 

それでは、平成 30年度第２回市川市介護保険地域運営委員会を終了いた

します。 

 

（事務局より今後の予定について説明） 

市川市介護保険地域運営委員会 

委員長      伊藤 勝仁 

 


